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平成 30年７月４日 
総務省行政管理局公共サービス改革推進室 

 

民間競争入札実施事業 

  「国立新美術館の管理・運営業務」の評価について（案） 

 

 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成 18年法律第 51号）第７条

第８項の規定に基づく標記事業の評価は以下のとおりである。 

 

記 

Ⅰ 事業の概要等 

事  項 内  容 

事業概要 国立新美術館及び国立新美術館別館の管理・運営業務を実施。 

１． 統括管理業務 
２． 建築設備維持管理業務 
３． 常駐警備及び巡回警備業務 
４． 運営支援業務 
５． 講堂・研修室等における管理・運営業務 
６． 緑地管理業務 
７． 清掃業務 
８． 廃棄物処理業務 

実施期間 平成 28 年４月１日～平成 31年３月 31日 

受託事業者 国立新美術館管理運営共同事業体 

代表企業 鹿島建物総合管理株式会社 

構成員  テイケイ株式会社 
株式会社協栄 
電音エンジニアリング株式会社 
かたばみ興業株式会社 

     株式会社シービーエス 
     三東運輸株式会社 

契約金額（税抜） 1,274,520,000円（単年度当たり：424,640,000円） 

入札の状況 １者応札（説明会参加＝２者／予定価内＝１者） 

事業の目的 本業務を通して、快適な施設利用を可能とするとともに、 

新美術館における公共サービスの円滑な実施を可能とすること。 

選定の経緯 平成 24 年度事業選定において、文部科学省より自主的選定され、公共サー

ビス改革基本方針（平成 24年７月 20日閣議決定）において、法に基づく民
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間競争入札（以下「民間競争入札」という。）を実施することが決定された。 

 

 

Ⅱ 評価 

１ 概要 

終了プロセスに移行することが適当である。 

 

２ 検討 

（１）評価方法について 

独立行政法人国立美術館から提出された平成 28年４月から平成 30年３月までの実

施状況についての報告（別添）に基づき、サービスの質の確保、実施経費等の観点か

ら評価を行う。 

 

（２）対象公共サービスの実施内容に関する評価 

事  項 内  容 

確保されるべき

質の達成状況 

以下のとおり、適切に履行されている 

確保されるべき水準（一例） 評価 

１．包括的な質について 

（１）継続性・安定性の確保 

対象施設の一時的閉館や開館不能の

状態を招くような重大な業務上の瑕

疵の発生件数（０回） 

（２）信頼性の確保 

対象施設の運営に重要な影響を与え

る業務上の瑕疵による事象（作品の損

傷及び紛失、人身事故等）の発生件数

（０回） 

 

 

（１）継続性・安定性の確保 

平成 28年度：０回（適） 

平成 29年度：０回（適） 

 

（２）信頼性の確保 

平成 28年度：０回（適） 

平成 29年度：０回（適） 

２．個別業務の質 

（１）館内及び外構清掃業務 

 アンケートによる観客の「清掃状

況」の不満足度（５％以下） 

 

（２）植栽管理業務 

アンケートによる観客の「植栽管

理」の不満足度（５％以下） 

 

（１）館内及び外構清掃業務 

平成 28年度 0.2％（適） 

平成 29年度 0.1％（適） 

 

（２）植栽管理業務 

平成 28年度 0.3％（適） 

平成 29年度 0.2％（適） 
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（３）会場管理業務 

アンケートによる観客の「会場管理

業務」の不満足度（５％以下） 

 

（４）総括評価 

アンケートによる観客の「総括評

価」の不満足度（10％以下） 

 

（３）会場管理業務 

平成 28年度 0.7％（適） 

平成 29年度 0.6％（適） 

 

（４）総括評価 

平成 28年度  0.4％（適） 

平成 29年度  0.3％（適） 

包括的な質として設定した事項については、いずれの項目も結果が０回であ

り、継続性・安定性及び信頼性が確保されている。個別業務の質については、観

客へのアンケートの調査結果から、いずれも目標を達成している。 

 

民間事業者から

の改善提案 

① 案内表示更新提案 

外国人来館者に対する案内をスムーズにするため、主だった案内サイン

を４カ国語（日、英、中、韓）標記へと更新した。 

② 受動喫煙防止対策提案 

受動喫煙を防止するため喫煙所の縮小と移設を実施した。 

③ ＬＥＤ照明の導入提案 

消費電力の低減や長寿命化を目的として執務室や廊下等の天井照明器具

をＬＥＤ照明に更新した。 

④ エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく対応 

BEMS（Building and Energy Management System）により、詳細なエネル

ギーの使用量と室内環境の把握を行い、その情報を定例的に開催する省エ

ネルギー推進会議へ報告し、省エネルギー対策に活かすなどの取り組みを

行った。このことにより、使用電気量が平成 28年度から平成 29年度まで

の２か年平均で 11,401,352kWh（▲1.4％）となった。 

⑤ 多言語対応サービス導入提案 

外国人来館者に対する案内をスムーズにするため、テレビ電話形式による

同時通訳システムを用いた多言語対応サービスのシステムをインフォメーシ

ョンに導入した。 

⑥ 大型ロッカーの設置提案 

海外や遠方からのお客様が多く来館され、大型の手荷物をお預かりする事

案が増えていることから手軽に預けることが出来る大型のロッカーを導入し

た。 

⑦警備強化対策提案 

防犯対策のため、外周パッシブセンサー、さすまたを追加設置した。 
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⑧ 階段避難車の導入提案 

災害時や緊急時に避難階段から傷病者等を搬送できるよう階段避難車を導

入した。 

 

※なお、「④ エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく対応」におけるガス使用量について

は、外気温度低下による温水ボイラー負荷増加の影響により平成 28 年度から平成 29 年度までの２

か年平均で 1,018,657 ㎥（2.0％増）、水道使用量については、平成 28 年度入館者数が増加した影響

により、同期間の２か年平均で 44,738㎥（0.6％増）とそれぞれ増加している。 

 

（３）実施経費（税抜） 

経費比較のため、単価契約としている業務（運営支援業務及び廃棄物処理業務）を除

いている。 

従前経費 392,729,340円 

※平成 24年度（市場化テスト前） 

実施経費 359,800,576円（平成 28年度及び平成 29年度の 2か年平均） 

削減額 32,928,764円 

削減率 ８.４％ 

 

【検討】 

※詳細な検討は以下に記載。 

                                     （税抜：円） 

業  務  分  類 

 

 

平成 24年度 

市場化テスト以前 

（Ａ） 

平成 28～29年度 

市場化テスト 

2か年平均（Ｂ） 

増減 

B-A 

 

統括管理業務 26,100,000     26,557,200 457,200 

建築設備維持管理業務 129,179,600           126,464,588         ▲2,715,012 

常駐警備及び巡回警備業

務 

      175,532,340      156,156,348 ▲19,375,992 

講堂・研修室における管

理・運営業務 

       19,200,000 14,489,040   ▲4,710,960 

緑地管理業務 10,891,000 7,169,000 ▲3,722,000 

清掃業務 31,826,400 28,964,400 ▲2,862,000 

合 計 392,729,340 359,800,576    ▲32,928,764 
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（４）業務の特殊性等 

国立新美術館は、外部より預かった貴重な美術作品を展示する延床面積 47,637㎡を

有する美術館である。また、年間延べ 200万人を超える来館者がある施設でもある。こ

のため、美術作品及び来館者の安全を第一とし、万が一の事故も起こさないために、ま

た、万が一の事故が起きた場合に即座に事態に対応できる体制を整えるために、国立新

美術館においては、委託業者に対し相当規模を有する美術館等施設での実績があるこ

とを重視している。実施要項において、国立美術館が事業者に求めた実績要件は以下の

とおりである。 

・ 延床面積 6,000㎡以上（運営支援業務に限り 4,000㎡以上）の美術館等で１年を

超える業務実績を有すること。（参考：国立新美術館 47,637㎡、国立西洋美術館

17,369㎡、森美術館 7,284㎡）   

・ 前出の規模の美術館等での類似する業務において、１年を超える統括責任者の経

験又は３年を超える部門責任者の経験を有する者を配置できること。 

仮に実績に乏しい業者を採用した場合、経験不足による美術作品又は来館者に係る

事故が発生した場合の損害は計り知れないものであることから、これ以上の実績の緩

和は困難であると考えられる。 

また、国立新美術館では、本業務委託について、統括管理による一元的な管理によっ

て、来館者及び美術作品の安全確保並びにサービスの向上を図っている。統括管理によ

って一元的な管理体制を維持する必要性については、国立美術館より提示された以下

の具体例のとおりである。 

・ 震災等の災害が発生した場合、直ちに災害発生状況の把握、設備担当者による設

備の被害状況の把握及び警備員及び会場管理業務員による美術作品、来館者及び

建物の被害状況の把握などを行い、それぞれ把握した状況を各業務員が共有し、

連携して適切な対応をとることで、美術作品及び来館者のいずれの被害も最小限

となるようにする必要があるとのこと。また、このような事態が発生した際に即

座に対応できるよう、年２回実施する防災訓練においては、発生した事態に対し

て各業務間で連携して対応する訓練を重ねているところであるとのこと。 

・ 展示室の空調は作品の保全のため一定の温湿度を保つよう設定してあるが、設備

担当者の点検により展示室の空調機に異常が発生し、一定の温湿度を維持できな

いと判断した場合は、外気の流入による温湿度変化を最小限に抑えるため、展示

室を閉鎖する必要があるとのこと。この場合、速やかな展示室内の観覧者の退出

誘導や展示室閉鎖後の来館者への対応などは、警備員や会場管理業務員が対応に

当たるため、設備担当者を含めた各業務間の連携が不可欠とのことである。 

・ 美術館内で発生した様々な異常に対して、今後同様な事態が発生しないよう対策

をとる必要があること、また発生した場合にとるべき行動を確認する必要がある

ことから、各業務間の情報を共有し、対策を検討する必要があるとのこと。 
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・ 来館者から受付に対して意見をもらうことがあるが、その内容は警備員の対応や

設備、清掃、植栽に対するご意見など多岐にわたっているとのこと。そのような

来館者からの意見を統括管理に集約し、サービスの向上に努めているとのこと。 

このことから、本業務委託については、各業務を一元的に管理することによって、各

業務間での連携が保たれていると考えられる。仮に業務単位の縮小を図るために発注

を細分化した場合、管理体制も発注ごとに細分化されることになり、各業務間の連携も

失われ、異常が生じた場合の初動の遅れや、その後の対策の不十分、又はサービスの低

下に繋がることが懸念される。したがって、来館者並びに美術作品の安全の確保及びサ

ービスの向上のためには、統括管理による一元的な管理体制を維持する必要があると

考えられる。 

 

（５）競争性改善のための取組 

① 資格要件の緩和 

市場化テスト導入に伴い、入札資格の条件となっていた建築設備維持管理業務

におけるファシリティマネージャーの配置を項目から削除した。 

② 実績要件の緩和 

入札参加者に求める実績要件の一つとして設けている「6,000 ㎡以上の美術館

等施設で 1 年を超える業務実績を有する」といった延床面積に関する基準につい

て、運営支援業務では、6,000㎡以上から 4,000㎡以上に緩和した。 

③ 入札参加時の提出書類に関する記載を明確化 

市場化テスト 1 期目の入札の際には、事業者からの書類の一部が未提出だった

ために、応札できなかった事業者が 1 者あったことから、実施要項の記載内容を

見直し、入札参加時に必要な提出書類についての表記を明確にした。 

④ 入札説明会への参加周知 

関係団体等入札参加が期待される者への周知については、ホームページに入札

説明会の実施案内を掲載しており、複数の事業者が入札説明会へ参加した。 

また、入札説明会に参加したが、入札には参加しなかった者に対し、理由をヒ

アリングしたところ、 

（ア）公告から書類提出までの期間が短い 

（イ）実績要件が厳しい 

（ウ）業務の範囲が広い 

といった意見が挙げられたが、（ア）については、実施状況報告において 54日間

との記載があり十分な期間が確保されていることや、（イ）、（ウ）については、

（４）に記載したとおりの内容から、更なる改善が困難であることが示されてい

る。 
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（６）評価のまとめ 

業務の実施にあたり確保されるべき達成目標として設定された質については、平成 28

年度、平成 29年度の２か年とも全て目標を達成していると評価できる。 

また、民間事業者の改善提案により、館内設備を充実させたことや、警備対策強化に

努める等、民間事業者のノウハウと創意工夫の発揮が業務の質の向上に貢献したものと

評価できる。 

実施経費についても、８.４％の経費削減が図られており、公共サービスの質の維持

向上、経費の削減の双方の実現が達成されたものと評価できる。 

一方、入札の状況は１者応札となっており、競争性に課題が認められる。 

 

（７）今後の方針 

本事業の市場化テストは今期が２期目である。事業全体を通じての実施状況は以下の

とおりである。 

 実施期間中に受託民間事業者への業務改善指示等の措置はなく、また法令違反行

為等もなかった。 

 国立新美術館に設置している、外部有識者を構成員とする国立新美術館官民競争

入札等評価委員会において、事業実施状況のチェックを受けることとしている。 

 確保されるべき公共サービスの質において、全ての目標を達成していた。 

 経費削減において、従来経費からの削減率８.４％の効果を上げていた。 

一方、入札においては、１者の応札であり、競争性に課題が残っている。 

 

 上記のとおり、競争性において課題が残るため、本事業において良好な実施結果を得

られたと評価することは困難である。 

しかし、本事業は、市場化テスト実施過程において、競争性改善のための取組として、

資格要件の緩和や実績要件の緩和、実施要項の記載内容の見直し等について講じられて

おり、また、広報活動の実施により複数の説明会参加者が確保されたが競争性の確保に

は至らなかったものである。 

この結果を踏まえて、入札参加が期待される説明会参加者等に対してヒアリングを実

施したところ、参入が困難な理由として（４）に記載のとおり入札の改善では対応が困

難な本業務に内在する特殊性が明らかになった。 

このため、市場化テストの実施だけでは実施状況の更なる改善が見込めないと考えら

れる。 

以上のことから、本事業については「市場化テスト終了プロセス及び新プロセス運用

に関する指針」（平成 26 年３月 19 日官民競争入札等監理委員会決定）Ⅱ．１．（２）

に当てはまるものとして、今期をもって市場化テストを終了することが適当であると考

えられる。 
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市場化テスト終了後の事業実施については「競争の導入による公共サービスの改革に

関する法律」の対象から外れることとなるものの、これまでの官民競争入札等監理委員

会における審議を通じて厳しくチェックされてきた公共サービスの質、実施期間、入札

参加資格、入札手続及び情報開示に関する事項等を踏まえた上で、国立新美術館が自ら

公共サービスの質の維持向上及びコストの削減を図っていくことを求めたい。 

また、本事業については、競争性改善のためにも、今後は入札への参加を促す周知活

動を積極的に進めていく必要がある。 

一例として、これまでに入札説明会に参加した事業者に加え、関東圏内において入札

資格の実績要件に該当する美術館等施設の管理・運営業務を受託している事業者に対し

て、入札説明会への参加を案内するといった取組等が考えられる。 

 

なお、今後の契約の状況によっては事後調査を行うほか、市場化テストの対象事業と

して再選定されることもある。 
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平成３０年５月２２日 
独立行政法人国立美術館 

国立新美術館 
 

民間競争入札実施事業 
国立新美術館の管理・運営業務実施状況について 

 
１ 事業の概要 
（１）委託業務内容 

国立新美術館の管理・運営業務 
統括管理業務、建築設備維持管理業務、常駐警備及び巡回警備業務、運営支援業務、

講堂・研修室等における管理・運営業務、緑地管理業務、清掃業務、廃棄物処理業務 
 
（２）業務委託期間 

平成２８年４月１日～平成３１年３月３１日 
 
（３）受託事業者 

国立新美術館管理運営共同事業体 
代表企業 鹿島建物総合管理株式会社 
構成員  テイケイ株式会社 

株式会社協栄 
電音エンジニアリング株式会社 
かたばみ興業株式会社 

       株式会社シービーエス 
       三東運輸株式会社   
   
（４）受託事業者決定の経緯等 

美術館の管理・運営業務民間競争入札等実施要項等（平成２７年１１月１６日公告）

に基づき、第１次審査として入札参加表明者（１者）から提出された入札参加表明書等

について、審査した結果、第１次審査を通過した１者から入札書及び提案書を提出させ

た。 
提案書については、平成２８年１月２０日に開催した美術館に設置した外部有識者か

らなる国立新美術館官民競争入札等評価委員会において基礎項目を満たしているか否か

を審査した結果、いずれも満たしていたため、基礎点を付した。引き続き同委員会にお

いて加点項目について審査し、入札参加表明者に加点を付し、基礎点及び加点の合計額

を算出した。 

別添１ 
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入札金額については、平成２８年１月２９日に開札したところ、予定価格の範囲内の

価格が提示された。提案書の基礎点及び加点の合計額を入札価格で除して得られた総合

評価値を算出し、応札した１者を落札予定者とした。暴力団排除条項該当性の有無に関

する照会を経て、平成２８年２月２２日に落札者として契約を締結した。 
 
２ 対象公共サービス(国立新美術館の管理・運営業務)の実施内容に関する状況及び評価 
（１）確保されるべきサービスの質 
① 包括的な質 

項目 要求事項 評価指標 結果 

継続性・安定性の確

保 

対象施設を継続的、

安定的な利用に供す

ること。 

対象施設の一時的閉

館や開館不能の状態

を招くような重大な

業務上の瑕疵の発生 

（発生回数） 
平成 28 年度：0 回 
平成 29 年度：0 回 

信頼性の確保 
対象施設の運営に重

要な支障を与えない

こと。 

対象施設の運営に重

要な影響を与える業

務上の瑕疵による事

象（作品の損傷及び

紛失、人身事故等）

の発生 

（発生回数） 
平成 28 年度：0 回 
平成 29 年度：0 回 

② 個別業務の質 
項目 要求事項 評価指標 結果 

館内及び外構清掃業

務 

施設が清潔な環境に

保たれていること。 
アンケートによる観

客の「清掃状況」の

不満足度（５％以下） 

適 
平成 28 年度 0.2％ 
平成 29 年度 0.1％ 

植栽管理業務 
視覚的、衛生的に適

切な植栽管理がなさ

れていること。 

アンケートによる観

客の「植栽管理」の

不満足度（５％以下） 

適 
平成 28 年度 0.3％ 
平成 29 年度 0.2％ 

会場管理業務 

館内での会場管理

（看視、応対等）が

適切に行われている

こと 

アンケートによる観

客の「会場管理業務」

の不満足度（５％以

下） 

適 
平成 28 年度 0.7％ 
平成 29 年度 0.6％ 

 

総括評価 
個別業務が年間を通

じて適切に行われて

いること 

アンケートによる観

客の「総括評価」の

不満足度（10％以下） 

適 
平成28年度  0.4％ 
平成29年度  0.3％ 
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③ モニタリング 
業務について日常モニタリング（業務日誌及び月次報告等）、定期モニタリング（巡回

及びヒアリング等）及び臨時モニタリング（巡回）を実施した結果、平成 28 年度及び平

成 29 年度については、特に指摘することはなかった。 
 
  以上のことから、確保すべきサービスの質については、全て達成していると評価でき

る。また、モニタリング実施結果からも事業が円滑に行われている。 
 
（２）民間事業者からの主たる改善提案 
① 案内表示更新提案 

外国人来館者に対する案内をスムーズにするため、主だった案内サインを４カ国語

（日、英、中、韓）標記へと更新した。 

② 受動喫煙防止対策提案 

受動喫煙を防止するため喫煙所の縮小と移設を実施した。 

③ ＬＥＤ照明の導入提案 

消費電力の低減や長寿命化を目的として執務室や廊下等の天井照明器具をＬＥＤ照

明に更新した。 

④ エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく対応 

BEMS（Building and Energy Management System）により、詳細なエネルギーの使用

量と室内環境の把握を行い、その情報を定例的に開催する省エネルギー推進会議へ報

告し、省エネルギー対策に生かすなどの取り組みを行った。このことにより、平成 29

年度使用電気量が 11,349,771kWh（▲1.8％）となった。なお、ガス使用量については、

外気温度低下による温水ボイラー負荷増加の影響、水道使用量については、平成 28 年

度において入館者数増加の影響により、それぞれ増加している。       

 

ア 電気 

年度 使用量（kWh） 
対平成 27 年度削減

率（％） 
備考 

平成 27 年度 11,558,852 ―  
平成 28 年度 11,452,932 ▲0.9  
平成 29 年度 11,349,771 ▲1.8  

平成 28・平成 29 年

年度平均 
11,401,352 ▲1.4 

 

 

イ ガス 

年度 使用量（㎥） 対平成 27 年度削減 備考 
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率（％） 
平成 27 年度 998,264 ―  
平成 28 年度 1,011,484 1.3 外気温度低下による

温水ボイラー負荷増

加の影響。 

平成 29 年度 1,025,830 2.8 
外気温度低下による

温水ボイラー負荷増

加の影響。 
平成 28・平成 29 年

年度平均 
1,018,657 2.0 

 

 

ウ 水道 

水道 使用量（㎥） 
対平成 27 年度削減

率（％） 
備考 

平成 27 年度 44,489 ―  
平成 28 年度 45,296 1.8 入館者数増加の影

響。 
平成 29 年度 44,180 ▲0.7  

平成 28・平成 29 年

年度平均 
44,738 0.6 

 

 

⑤ 多言語対応サービス導入提案 

外国人来館者に対する案内をスムーズにするため、テレビ電話形式による同時通訳シ

ステムを用いた多言語対応サービスのシステムをインフォメーションに導入した。 

⑥ 大型ロッカーの設置提案 

海外や遠方からのお客様が多く来館され、大型の手荷物をお預かりする事案が増えて

いることから手軽に預けることが出来る大型のロッカーを導入した。 

⑦警備強化対策提案 

防犯対策のため、外周パッシブセンサー、さすまたを追加設置した。 

⑧ 階段避難車の導入提案 

災害時や緊急時に避難階段から傷病者等を搬送できるよう階段避難車を導入した。 
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（３）実施経費の状況 
【状況】 
実施経費の状況は以下のとおりである。 
                                     （税抜） 

項目 平成 24 年度 
（市場化テスト直前） 

平成 28 年度 平成 29 年度 

統括管理業務 26,100,000 円 26,437,200 円 26,677,200 円 
建築設備維持管理業務 129,179,600 円 123,575,536 円 129,353,640 円 
常駐警備及び巡回警備

業務 
175,532,340 円 155,102,670 円 157,210,026 円 

講堂・研修室における

管理・運営業務 
19,200,000 円 14,489,040 円 14,489,040 円 

緑地管理業務 10,891,000 円 7,395,000 円 6,943,000 円 
清掃業務 31,826,400 円 28,802,400 円 29,126,400 円 

合計   392,729,340 円 355,801,846 円 363,799,306 円 
削減額 

（削減率） 
－ 

▲36,927,494 円 
（▲9.4％） 

▲28,930,034 円 
（▲7.4％） 

※金額の比較のため、単価契約としている業務（運営支援業務及び廃棄物処理業務）を除

いている。 
 
【評価】 
市場化テスト実施前の平成 24年度と比較すると平成 28年度及び平成 29 年度の 2年間の

平均で、32,928,764 円（▲8.4％）実施経費が削減されている。 
 
３ 評価のまとめ 

上記１．２．のとおり、本業務の実施に当たり確保されるべき包括的な質として設定

された「継続性・安定性の確保」及び「信頼性の確保」について、また、個別業務の質

の水準については、達成されていると評価できる。 
実施経費については、民間競争入札実施前の従来の経費に比べ、1 年あたり 32,928,764

円（▲8.4％）の削減を達成しており成果を挙げている。更に、施設管理・運営業務全体

の包括的な管理により職員の負担を減らすことができた等、民間事業者の創意工夫が発

揮されていると評価できる。 
 
４ 今後の事業について 

民間競争入札の２期目にあたり、仕様書水準を満たすサービスの質を達成しつつ、統

括管理業務の一元的な管理のもと美術館特有の観覧者対応や建築設備の適切な維持管理
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により、費用を削減しながら効率的で安定した美術館運営が行われている。 
しかしながら、今回の入札も１者応札となり、競争性が確保されたとは言い難い結果

となった。 
今回の入札説明会には、落札した業者を含め３者の参加があった。 
平成２４年度に実施した前回の入札説明会に参加した業者は今回参加がなかったため、

当該業者２者にヒアリングを実施した結果、参加要件は満たしていたが、会社都合によ

り今回は参加を見送ったとのことだった。 
今回の入札についての周知については、業界に対する広報は特に実施してはいなかっ

たが、複数の業者が当該入札案件について認識していることから、ホームページへの掲

載により実施可能性のある業者に対しては周知されているものと考えられる。今後はホ

ームページ掲載以外の広報活動についても積極的に取り組んでいきたい。  
また、今回、入札説明会に参加した業者１者よりアンケートを回収することができた。

入札に参加しなかった理由の回答は以下のとおりである。 
①公告から書類提出までの期間が短い 
②求められる実績要件が厳しい 
③業務内容の、範囲が大きすぎる 

①については公告から書類提出までの期間は５４日間であり、十分に確保している。 
②について、今回、事業者に求めた実績要件は以下のとおりである。 
・延べ床面積 6,000 ㎡以上（運営支援業務に限り 4,000 ㎡以上）の美術館等で１年

を超える業務実績を有すること。（参考：国立新美術館 47,637 ㎡、国立西洋美術

館 17,369 ㎡、森美術館 7,284 ㎡）   
・前出の規模の美術館等での類似する業務において、１年を超える統括責任者の経

験又は３年を超える部門責任者の経験を有する者を配置できること。 
当美術館は、貴重な美術品を預り、展示する施設である。また、年間延べ２００万人を

超える来館者がある施設でもある。このため、美術作品及び来館者の安全を第一とし、万

が一の事故も起こさないために、また、万が一の事故が起きた場合に即座に事態に対応で

きる体制を整えるために、委託業者に対しては相当規模を有する美術館等施設での実績が

あることを重視している。仮に実績に乏しい業者を採用した場合、経験不足による美術作

品又は来館者に係る事故が発生した場合の損害は計り知れないものであることから、これ

以上の実績の緩和は困難である。 
③について、当館は、本業務委託について、前出のとおり統括管理による一元的な管理

によって、来館者並びに美術作品の安全確保及びサービスの向上を図っている。以下、一

例を記載する。 
○震災等の災害が発生した場合、直ちに災害発生状況の把握、設備担当者による設備の

被害状況の把握及び警備員及び会場管理業務員による美術作品、来館者及び建物の被

害状況の把握などを行い、それぞれ把握した状況を各業務員が共有し、連携して適切
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な対応をとることで、美術作品及び来館者のいずれの被害も最小限となるようにする

必要がある。また、このような事態が発生した際に即座に対応できるよう、年２回実

施する防災訓練においては、発生した事態に対して各業務間で連携して対応する訓練

を重ねているところである。 
○展示室の空調は作品の保全のため一定の温湿度を保つよう設定してあるが、設備担当

者の点検により展示室の空調機に異常が発生し、一定の温湿度を維持できないと判断

した場合は、外気の流入による温湿度変化を最小限に抑えるため、展示室を閉鎖する

必要がある。この場合、速やかな展示室内の観覧者の退出誘導や展示室閉鎖後の来館

者への対応などは、警備員や会場管理業務員が対応に当たるため、設備担当者を含め

た各業務間の連携が不可欠である。 
○美術館内で発生した様々な異常に対して、今後同様な事態が発生しないよう対策をと

る必要があること、また発生した場合にとるべき行動を確認する必要があることから、

各業務間の情報を共有し、対策を検討する必要がある。 
○来館者から受付に対してご意見をいただくことがあるが、その内容は警備員の対応や

設備、清掃、植栽に対するご意見など多岐にわたる。そのような来館者からのご意見

を統括管理に集約し、サービスの向上に努めている。 
仮に業務単位の縮小を図るために発注を細分化した場合、管理体制も発注ごとに細分化

されることになり、各業務間の連携も失われ、異常が生じた場合の初動の遅れ、その後の

対策の不十分、又はサービスの低下につながることになる。よって、来館者並びに美術作

品の安全の確保及びサービスの向上のためには、統括管理による一元的な管理体制を維持

する必要がある。 
以上のことから、競争性の確保は考慮しつつも、安全・安心な美術館運営を維持する

ために、スケジュール、求められる業務実績及び業務規模の緩和は困難である。 
よって、これ以上の改善は困難と思われるので、今後は終了プロセスに移行し、当館の管

理下において事業を実施することとしたい。 

終了後も、これまで官民競争入札等監理委員会における審議を通じて厳しくチェックさ

れてきた公共サービスの質、実施期間、入札参加資格、入札手続きに関する事項を踏まえ

た上で、当館ホームページへの掲載以外の広報活動を実施するなど積極的な情報開示等に

より更なる競争性の改善に努め、引き続き公共サービスの向上、コストの削減を図る努力

をして総合評価方式の一般的な入札に移行することとしたい。 

 
 

以上 



（別紙）

館内及び
外構清掃

業務

植栽管理
業務

会場管理
業務

総括評価
館内及び
外構清掃

業務

植栽管理
業務

会場管理
業務

総括評価
館内及び
外構清掃

業務

植栽管理
業務

会場管理
業務

総括評価

ルノワール展 300 0.0% 0.0% 0.7% 86.0% 50.3% 59.0% 14.0% 41.3% 31.0%

ヴェネツィア・ルネサンスの巨匠たち 300 0.0% 0.0% 0.3% 92.3% 52.3% 60.3% 6.0% 38.0% 38.0%

ダリ展 300 0.0% 0.7% 1.7% 88.0% 57.0% 64.0% 12.0% 39.3% 34.3%

草間彌生　わが永遠の魂 300 0.3% 0.3% 0.0% 89.0% 61.7% 63.3% 10.3% 35.3% 31.3%

ミュシャ展 300 0.7% 0.7% 1.0% 84.3% 50.7% 67.0% 14.7% 40.0% 31.0%

合計 1,500 0.2% 0.3% 0.7% 0.4% 87.9% 54.4% 62.7% 68.4% 11.4% 38.8% 33.1% 27.8%

ジャコメッティ展 300 0.0% 0.3% 1.3% 91.7% 59.3% 66.0% 7.0% 32.3% 31.7%

サンシャワー：東南アジアの現代美
術展　1980年代から現在まで

300 0.0% 0.3% 0.7% 86.7% 63.3% 65.7% 13.3% 31.0% 32.3%

安藤忠雄展 300 0.0% 0.3% 0.3% 91.7% 66.7% 66.3% 8.3% 29.7% 32.3%

新海誠展 300 0.0% 0.0% 0.3% 95.7% 64.7% 70.0% 4.3% 32.3% 28.3%

至上の印象派展　ビュールレ･コレク
ション

300 0.3% 0.0% 0.7% 86.3% 54.3% 60.7% 13.3% 42.7% 38.0%

ここから2 ― 障害・感覚・共生を考え
る8日間

300 0.3% 0.0% 0.3% 94.7% 61.7% 80.7% 4.3% 34.3% 18.3%

合計 1,800 0.1% 0.2% 0.6% 0.3% 91.1% 61.7% 68.2% 73.7% 8.4% 33.7% 30.2% 24.1%

※１　アンケート数は、同じ法人で市場化テストの先行例である東京国立近代美術館本館及び工芸館の管理・運営業務のアンケート数を参考にした。

（参考）アンケート評価：普通

平成28年度

平成29年度

7

年度 展覧会名
アンケート数

※１

不満足度（アンケート評価：悪かった） （参考）アンケート評価：良かった

別添１

別紙１



（別紙）

館内及び
外構清掃

業務

植栽管理
業務

会場管理
業務

総括評価
館内及び
外構清掃

業務

植栽管理
業務

会場管理
業務

総括評価
館内及び
外構清掃

業務

植栽管理
業務

会場管理
業務

総括評価

ルノワール展 300 0 0 2 2 258 151 177 586 42 124 93 259

ヴェネツィア・ルネサンスの巨匠たち 300 0 0 1 1 277 157 181 615 18 114 114 246

ダリ展 300 0 2 5 7 264 171 192 627 36 118 103 257

草間彌生　わが永遠の魂 300 1 1 0 2 267 185 190 642 31 106 94 231

ミュシャ展 300 2 2 3 7 253 152 201 606 44 120 93 257

合計 1,500 3 5 11 19 1319 816 941 3076 171 582 497 1250

ジャコメッティ展 300 0 1 4 5 275 178 198 651 21 97 95 213

サンシャワー：東南アジアの現代美
術展　1980年代から現在まで

300 0 1 2 3 260 190 197 647 40 93 97 230

安藤忠雄展 300 0 1 1 2 275 200 199 674 25 89 97 211

新海誠展 300 0 0 1 1 287 194 210 691 13 97 85 195

至上の印象派展　ビュールレ･コレク
ション

300 1 0 2 3 259 163 182 604 40 128 114 282

ここから2 ― 障害・感覚・共生を考え
る8日間

300 1 0 1 2 284 185 242 711 13 103 55 171

合計 1,800 2 3 11 16 1640 1110 1228 3978 152 607 543 1302

※１　アンケート数は、同じ法人で市場化テストの先行例である東京国立近代美術館本館及び工芸館の管理・運営業務のアンケート数を参考にした。

（参考）アンケート評価：普通（参考）アンケート評価：良かった

7

不満足度（アンケート評価：悪かった）

平成28年度

平成29年度

アンケート数
※１

年度 展覧会名

別紙２

別添１



 
 

（別紙２）自己チェック資料 

 平成３０年５月２２日 

独立行政法人国立美術館 

国立新美術館総務課 

 

民間競争入札実施事業 

「国立新美術館の管理・運営業務」の自己チェック資料 

 

① 競争性改善上のチェックポイントの対応状況 

・受注者が行う業務について、仕様書等に明確に記載することで、発注者と受注

者の責務の区分を明確化した。  

・ファシリティマネージャーの配置についての一部緩和及び運営支援業務の資格

要件として求める実績について、建物規模を 6,000 ㎡から 4,000 ㎡に緩和するな

ど入札参加資格要件を緩和し、より多くの入札参加者を募ることとした。   

・業務実績について、加点項目として評価を行った。 

・参加資格に求める実績の「同種施設」について実施要項に明確に記載した。 

          

 

② 更なる改善が困難な事情の分析（該当がある場合のみ） 

今回、入札説明会に参加した業者１者よりアンケートを回収することができ

た。入札に参加しなかった理由の回答は以下のとおりである。 
①公告から書類提出までの期間が短い 
②求められる実績要件が厳しい 
③業務内容の、範囲が大きすぎる 
 

①については公告から書類提出までの期間は５４日間であり、十分に確保し

ている。  
②について、今回、事業者に求めた実績要件は以下のとおりである。 
・延べ床面積 6,000 ㎡以上（運営支援業務に限り 4,000 ㎡以上）の美術館等

で１年を超える業務実績を有すること。（参考：国立新美術館 47,637 ㎡、

国立西洋美術館 17,369 ㎡、森美術館 7,284 ㎡）   
・前出の規模の美術館等での類似する業務において、１年を超える統括責任

者の経験又は３年を超える部門責任者の経験を有する者を配置できるこ

と。 
当美術館は、貴重な美術品を預り、展示する施設である。また、年間延べ２０

０万人を超える来館者がある施設でもある。このため、美術作品及び来館者の安

全を第一とし、万が一の事故も起こさないために、また、万が一の事故が起きた

場合に即座に事態に対応できる体制を整えるために、委託業者に対しては相当規

模を有する美術館等施設での実績があることを重視している。仮に実績に乏しい

別添２ 



業者を採用した場合、経験不足による美術作品又は来館者に係る事故が発生した

場合の損害は計り知れないものであることから、これ以上の実績の緩和は困難で

ある。 
③について、当館は、本業務委託について、前出のとおり統括管理業務による

一元的な管理によって、来館者並びに美術作品の安全確保及びサービスの向上業

務の効率化を図っている。以下、一例を記載する。 
○震災等の災害が発生した場合、直ちに災害発生状況の把握、設備担当者によ

る設備の被害状況の把握及び警備員及び会場管理業務員による美術作品、来

館者及び建物の被害状況の把握などを行い、それぞれ把握した状況を各業務

員が共有し、連携して適切な対応をとることで、美術作品及び来館者のいず

れの被害も最小限となるようにする必要がある。また、このような事態が発

生した際に即座に対応できるよう、年２回実施する防災訓練においては、発

生した事態に対して各業務間で連携して対応する訓練を重ねているところ

である。 
○展示室の空調は作品の保全のため一定の温湿度を保つよう設定してあるが、

設備担当者の点検により展示室の空調機に異常が発生し、一定の温湿度を維

持できないと判断した場合は、外気の流入による温湿度変化を最小限に抑え

るため、展示室を閉鎖する必要がある。この場合、速やかな展示室内の観覧

者の退出誘導や展示室閉鎖後の来館者への対応などは、警備員や会場管理業

務員が対応に当たるため、設備担当者を含めた各業務間の連携が不可欠であ

る。 
○美術館内で発生した様々な異常に対して、今後同様な事態が発生しないよう

対策をとる必要があること、また発生した場合にとるべき行動を確認する必

要があることから、各業務間の情報を共有し、対策を検討する必要がある。 
○来館者から受付に対してご意見をいただくことがあるが、その内容は警備員

の対応や設備、清掃、植栽に対するご意見など多岐にわたる。そのような来

館者からのご意見を統括管理に集約し、サービスの向上に努めている。 
仮に業務単位の縮小を図るために発注を細分化した場合、管理体制も発注ご

とに細分化されることになり、各業務間の連携も失われ、異常が生じた場合の

初動の遅れ、その後の対策の不十分、又はサービスの低下につながることにな

る。よって、来館者並びに美術作品の安全の確保及びサービスの向上効率的な

業務体制を維持するためには、統括管理による一元的な管理体制を維持する必

要がある。 
 

以上のことから、競争性の確保は考慮しつつも、安全・安心な美術館運営を

維持するために、スケジュール、求められる業務実績及び業務規模の緩和は困

難である。 
 

 

 


